
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

広報 いぬいかわ 

大野市教育理念  明倫の心を重んじ 育てよう 大野人
おおのびと

 広 報 

発行日 

令和２年６月１日 

第４６９号 

発行者 乾側公民館 

大野市牛ヶ原 66-1 

電話 66-3756 

メールアドレス 

inuikawa-k@city.fu

kui-ono.lg.jp 

県内の新型コロナウイルス感染症の発生状況は落ち着きを見せています。緊急事態宣言は解

除され、学校も再開されます。 

日常は戻りつつありますが、油断することなく、引き続き、「誰もが感染するリスク」・「誰

でも感染させるリスク」があることを念頭に、大切な人の命と健康を守るための行動をとりま

しょう。 

そして、５月２１日から公民館の貸館が再開されています。貸館をご希望の方は、下記の留

意事項を遵守してご利用ください。 

みなさんの行動で日常を取り戻そう 
 

乾側公民館の利用における留意事項 

 

１．風邪症状のある方、感染リスクが心配される方の利用は控えてください。 

２．３密を避けて、こまめに換気を行ってください。 

３．マスクの着用、手洗いの徹底、消毒のご協力をお願いします。 

４．その他 

  ①原則飲食を禁止します。 

  ②手洗い場に手拭きは設置しません。各自ハンカチ等のご持参をお願いします。 

  ③緊急時に備え、利用者の把握をお願いします。 

 

このほか、利用条件等の詳細を申請の際にお伝えしています。 

乾側公民館までお問い合わせください。 

【乾側地区体育協会】 

各大会中止のお知らせ 
  

６月に予定されていました各大会が中止になり

ましたので、お知らせします。 

また、７月以降の大会については検討中です。

その都度状況をみて判断し、お知らせします。 

中止となった大会 

６月 ７日（日）令和２年度 乾側地区ソフトバレーボール大会 

６月１４日（日）第６３回大野市総体夏季大会 球技・相撲の部 

６月２８日（日）第６３回大野市総体夏季大会 陸上競技会・・ 



芒種 ぼうしゅ（６月５日） 

稲などの（芒のある）穀物を植える頃  

夏至 げし（６月２１日） 

昼の長さが最も長くなる頃 

※国立天文台ホームページより引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行     事     名 日 曜 行     事     名 

１ 月 ダンボール回収日 １７ 水 ペットボトル回収日 

２ 火  １８ 木  

３ 水 ビン類回収日 １９ 金 定例区長会 19:00～ 

４ 木  ２０ 土  

５ 金  ２１ 日  

６ 土  ２２ 月 その他紙類回収日 

７ 日  ２３ 火  

８ 月 その他紙類回収日 ２４ 水 缶類回収日 

９ 火  ２５ 木  

１０ 水 缶類回収日 ２６ 金  

１１ 木  ２７ 土  

１２ 金 一人暮らし給食サービス ２８ 日 休日ゴミ受付 

１３ 土  ２９ 月 ダンボール回収日 

１４ 日  ３０ 火  

１５ 月 新聞紙・紙パック回収日    

１６ 火    ＊情報は乾側公民館まで（６６－３７５６） 

広報 いぬいかわ 

６月行事予定表 

 
二十四節気とは一年を春・夏・秋・冬の季節に分け、さらにそれぞれを 6 つに分けて名

前をつけたものです。現在でも季節の節目を示す言葉として使われています。 

※その年によって１日程度前後することがあります。 
二十四
にじゅうし

節気
せっき

 【６月】 

 

【ほたる鑑賞会実行委員会】 

今年のほたる鑑賞ウィークは中止となりました。 
【乾側駐在所】 

 
 

  
募集職種・警察行政職員         

・警察官 A（大学卒） 

・警察官 B（高卒程度） 

・障がい者を対象とした職員   

※採用予定数、受付期間、試験日は職種によって 

異なります。詳細は県人事委員会 HP・県警 HP

で閲覧できますのでご確認ください。 

【大野市 健康長寿課】 

今年度の健診についてのお知らせ  
例年６月に乾側公民館を会場に実施している大野市の集団健診

は、コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となりました。 

今年は乾側公民館を会場とした健診はありません。 

受診券がお手元に届きましたら、日程及び内容を確認し都合のい

い会場で受診してください。なお、医療機関でも受診することがで

きます。 

 


